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（参考）用地補償総合技術業務費積算基準 新旧対照表 

 

（新） （旧） 

  

第１ 略 第１ 略 

  

第２ 第２ 

 １及び２ 略  １及び２ 略 

 ３ 業務費の積算  ３ 業務費の積算 

 （１） 略  （１） 略 

 （２） 各構成費目の積算  （２） 各構成費目の積算 

  １）直接人件費   １）直接人件費 

本文及び①から⑥－４まで 略 本文及び①から⑥－４まで 略 

   ⑥－５ 機械設備補償額算定書の照合 

機械設備補償額算定書の照合は、表９－５－１の区分によって行うもの

とする。 

   ⑥－５ 機械設備補償額算定書の照合 

機械設備補償額算定書の照合は、表９－５－１の区分によって行うもの

とする。 

ただし、調査対象となる工場等に設置されている機械設備状況が次の各

号のうち２以上該当すると認められる場合には、区分を１ランク上げるこ

とができるものとする。 

（例 機械設備ＢをＣとする） 

イ 機械設備の数が標準的（作業員が安全上心配なく作業できる）工場

より多い。 

ロ 配管、配線の系統が複雑（クロスしたり分岐、集合している）かつ

多い。 

ハ 自動（ロボット）化された機械が比較的多い。 

ニ  プラント（原材料を投入すれば製品または半製品となる）化機械

（装置）が多い。 

ホ 規模の大きな機械が多い。 

ヘ  特殊な機械が多い。 

ト 製品等の多種品の製造装置を持っている。 

チ 受電契約電圧が6,000Ｖ以上である。 
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  表９－５－１   表９－５－１ 

   以上表 略    以上表 略 

 

 

各区分の直接人件費の積算は、表９－５－２により行うものとする。 

 なお、直接人件費の積算に当たっては、次の事項に留意して行うものとする。 

イ 規模欄の設置面積は、機械設備が設置されている面積とするが、機械設備

本体のみでなく、配管配線、機械安全スペース等の状況を考慮して設定する

ものとする。 

ロ 機械設備の高さは、３メートル未満までを標準とし、３メートル以上の機

械設備が存するときは、設置面積に当該機械施設本体の設置面積を加算する

ものとする。 

各区分の直接人件費の積算は、表９－５－２により行うものとする。 

 なお、直接人件費の積算に当たっては、次の事項に留意して行うものとする。 

イ 規模欄の設置面積は、機械設備が設置されている面積とするが、機械設備

本体のみでなく、配管配線、機械安全スペース等の状況を考慮して設定する

ものとする。 

ロ 機械設備の高さは、３メートル未満までを標準とし、３メートル以上の機

械設備が存するときは、設置面積に当該機械施設本体の設置面積を加算する

ものとする。 
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  表９－５－２   表９－５－２ 

   以上表 略    以上表 略 

 

 
    注 略     注 略 

  

  表９－５－３   表９－５－３ 

 
 以下表 略 

 
 以下表 略 

  

   ⑥－６及び⑥－７ 略    ⑥－６及び⑥－７ 略 

  

   ⑥－８ 立竹木補償算定書の照合    ⑥－８ 立竹木補償算定書の照合 

    本文 略     本文 略 

   表９－８－１    表９－８－１ 

    ※ 「庭木等」の「判断基準」欄の「Ａ観賞樹」中の記載を以下のとおり

改める。 

    ※ 「庭木等」の「判断基準」欄の「Ａ観賞樹」中の以下の記載を改める。 

観賞上の価値を有すると認められる立木であって、高木（針葉樹及び広

葉樹）、株物、玉物、生垣、特殊樹（観賞用竹を含む）をいう。 

観賞上の価値を有すると認められる立木であって、高木（針葉樹及び広

葉樹）、株物類、玉物類、生垣用木、特殊樹（観賞用竹を含む）をいう。 
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  表９－８－２及び表９－８－３ 略   表９－８－２及び表９－８－３ 略 

  

  ⑥－９から⑪まで 略   ⑥－９から⑪まで 略 

  

（３）から（６）まで 略 （３）から（６）まで 略 

  

  

 


